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男子普通選挙の導入と選挙運動規制
一普選制度の論理 と フ アシズムー 

The Introduction of Universal Manhood Suffrage and Campaign 
in Japan-The Logic of Universal Suffrage and Fascism- 
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KOMINAMI Koichi 

Regulations 

1925年に導入 さ れた男子普通選挙制度は、 国民大衆の広範な政治参加への道を開き ながら、 同時にそれを裏切る厳 しい

選挙運動規制や罰則規定が盛り 込ま れた。 戸別訪問の禁止をは じめ、 供託金制度、 選挙事務所数や運動員、 選挙費用の制

限等々の厳 し い選挙運動規制の精神は、 戦後の1950年に制定 さ れた現行公職選挙法にも生き残り 、 現在に至 っ てい る。 こ

う し た規制は欧米先進国では見 ら れない特殊日本的規制である。 普選制は、 一部の利益 を代表す る者があたかも全体の代

表 を標榜す るよ う な表象 を も つ制度であ る。 すなわち、 普選の中から ルイ ・ ボナパルト が皇帝と なり 、 普選の中からナチ

スが登場 し た歴史的事実は、 普選の論理と 国民統合の手段 と し てのナチズムと が親和性があ るこ と を示唆す る。

柄谷行人は、 代表す る者と代表 さ れる者と の間に生 じ るズレ、 すなわち普選制と それにも と づ く 代表民主制の陥 にフ ァ

シズムの契機 を見いだ し てい る。 モ ンテスキユー は、 代議制は貴族政ない し寡頭政だと喝破 し たが、 現代日本の政治は真

の民主主義が表出 さ れているか。 二世 ・ 三世な どの世襲議員が国会議員の半数を占め、 一票の格差によ る国政選挙の違意

判決が下 さ れる状況のも と、 国民ははた し て 「正当に選挙 さ れた国会におけ る代表者」 を通 じて主権を行使するこ と がで

き てい るのであ ろ う か。 選挙の時のみではな く 、 デモ をは じめと す る議会外での主権の行使が求めら れる。 代表民主制の

陥葬を埋める制度と意識の改革が必要である。 

キーワー ド : 普通選挙, 選挙運動規制, 代表制, 国民統合, フ ァ シズム
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1 , はじ めに

小論の目的は1925年に制定された男子普通選挙制度が、

1930年代の日本の所言育 「天皇制 フ ァ シズム」 の起源の一 

つの制度的要因であったと いう 「仮説」 を検証するこ と

にある。 分析の視角は以下のと おり であ る。

まず第 1 に、 1925年普選法の制定過程におけ る政府や

政党の議論を通 じ て、 普選導入の意図及び普選法の論理

を考察する。

普選導入は第 1 次大戦後の世界あ るいは国内のデモ ク

ラ シーの潮流から避け得ない も のと し て、 ま た普選を採

用 しなけ れば民衆が暴動化す るのでこ れを防 ぐ と い っ た

国家秩序の維持の観点から導入 さ れた。 また、 普選慎重

派も即行派も普選は国民の権利である と同時に、 すべて

の国民に対 して国政参与の義務や責任を持たせる挙国一 

致体制構築のための普選論を説いてい る。

2 は、 普選法に内在する自己矛盾と しての厳しい選挙

運動規制や罰則規定について考察する。 特に25年普選法

によ っ ては じめて設け ら れ、 以後、 現在の公職選挙法に

も受け継がれてい る特殊日本的規制と さ れる戸別訪問禁
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止について考察す る。

3 は、 普選法と同時に制定さ れた治安維持法との関係

及び、 普選審議におけ る国体論 を通 じ て フ ァ シズムと の

関係を考察する。

4 は、 日本の フ ァ シズムの思想的原点 と さ れる北一輝

の著作から、 その普選の論理を考察す る。

25年普選法は初めて選挙公営へと 道を開き、 官僚によ

る選挙統制 を強 く し たが、 34年の改正によ っ て さ ら にそ

れが拡大強化 さ れ、 36 ・ 37年の粛正選挙が実施 さ れた。 

そ し て42年の翼賛選挙へと至るが、 最後に、 こ う し た戦

前の選挙法の 「原点」 と も言う べき25年普選法の歴史的

位置について考察す る。 

2 , 普選と フ ァ シズム

普通選挙問題は、 大正デモク ラ シー運動の表象 と し て

労働者 ・ 市民層の政治的自由獲得をめざす民主主義的運

動の視点からのみでは、 十分に理解でき ない。 近代立意

政治の成立から普選法の実施までの期間は、 英仏に比べ

て日本 と ドイ ツがはるかに短い。 ドイ ツ と日本が普選の
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実施 を最短距離で な し遂げたのは、 フ ァ シズムと の関係

で興味深い。 近代国民国家と し ての国民統合の視点から

普選を考え る時、 代表す る者と代表さ れる者と の関係が

どのよ う に変貌す るのか、 こ れはき わめて現代的課題で

あ る。 

柄谷行人はマルク スの 『ルイ ・ ボナパルト のブリ ュ メ ー 

ルー八日』 について次のよ う に述べてい る。 

マ ルク スは、 『 ブ リ ュ メ ー ルー八日』 におい て repre- 

sentation の問題 を少な く と も五つの点におい て考察 し

ている。 第一の点は、 議会制 (代表制) の問題である。 

ー八四八年二月革命は王制を廃棄 した共和制のなかで

は じめて普通選挙 を も た ら し た。 しか し、 実はこ のよ

う な議会こ そが、 その後に起こ っ た奇怪な出来事 を も

た ら し たのであ る。 『ブ リ ュ メ ールー八日』 に描かれ

た出来事は、 普通選挙制度な しには考え ら れない。 一

普通選挙に基づ く 議会では、 のち にケルゼ ンがい つ

たよ う に、 身分代表制議会と 違 っ て、 「代表」 はたん

に擬制で しかない。 つまり 、 そこ では 「代表するもの」

と 「代表さ れるも の」 には必然的な関係はあり えない。

( 中略)
すべ てが普通選挙によ る representation を通 し て し

かあ ら われて こ ない と い う こ と は、 フ ァ シズムあ るい

は今後の政治過程を見る上で、 決定的に重要である。

( 中略)
具体的にいえば、 普通選挙において初めて政治的舞

台に登場 し た農民はボナパル ト に投票 し たのである。 

しかし、 彼らはボナパル ト を自 らの代表者と し て支持

したという より も、 いわば 「皇帝」 と して支持 した。 一

われわれは、 二 0 世紀におい て フ ァ シズムの主要な

基盤と な っ たのがそのよ う な階級であ る こ と を見た。 

だが、 その際、 重要なのはむ し ろ農民 を政治的舞台に

立たせた、 普通選挙によ る代表制民主主義であ る。 た

と えば、 ヒ ト ラ 一政権はワイ マ ー ル体制の理想的な代

表制の中から出現 し た し、 さ ら に、 しば しば無視 さ れ

てい るこ と だが、 日本の天皇制 フ ァ シズムも一九二五

年に成立 し た普通選挙法の後に台頭 しは じめたのであ

る ' ' 。 

さ ら に柄谷は、 ワイ マ ー ル共和国の代表制の中で、 ヒ

ト ラ ーが首相になり 、 国民投票 を通 じ て 「総統」 にな っ

た事態と 、 ルイ ・ ボナパル ト が皇帝にな っ た 「過程」 と

が相同的だと 主張 し ている 2。
市野川容孝 も ま た、 マルク スのこ の著 を 「普選の中か

らナチが登場するこ と を予言 した書と して読まれるべき」

と 述べてい る 3
こ のよ う に普選体制のも と では、 実際には限ら れた グ
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ループの利害 を代表 し てい る政治家が、 すべての国民を

代表す るよ う に表象 さ れる 「 ボナパルテイ ズム」 が生ま

れる '4。 小論は、 かかる普通選挙制度が内包する 「制度

の思想」 がフ ァ シズムを惹起す る可能性について考察す

る。 それは同時に、 機能不全が叫ばれる現代日本の代表

民主制を批判的に考察する視座を提供するであろう し、

さ ら にはそもそも選挙権とは何か、 主権者とは何かとい っ

た本質的な議論に資するであろう 。 

3 , フ ァ シズムの定義

フ ァ シズムについては丸山真男の一連の論文 をは じ め

膨大な研究の蓄積があるが 5、 こ こ では、 1930年代の所

言育 「天皇制 フ ァ シズム」 を、 北一輝ら農本主義者の運動

に始まり 、 近衛新体制の確立にいたる 「過程」 と し て見

る さ き の柄谷行人説 6 を踏襲す る。 小論では、 普選によ

る国民参加が統合の重要な契機と な る点に注日 し た。

と こ ろで、 フ ァ シズムはロ シア革命に対す る対抗革命

であ るが、 それを特徴づけ る指標と し て さ しあたり 以下

の4 点を設定する。

①排外主義的ナ シ ョ ナリ ズムと国内的には、 反自由主義

ではあるが必ず し も反民主主義ではない。 むし ろ平等主

義を標榜する。

② 「清廉潔白の権力」 を標榜 し、 「政治腐敗の打破」 を

掲げて大衆の支持 を得 る 7。
③官僚支配の打破を唱え るが、 逆に官僚支配を強める。 

④国民全体の再構成。 近衛新体制のスロ ーガンは国民再

組織。 後述す るよ う に普選法はその時点での国民再組織

の制度と し て立ち上げら れた側面がある。

①は後述する北一輝の著作で主張 さ れる平等主義を掲

げた普選の論理である。 ③は普選体制の後に展開 さ れる

選挙粛正運動に見ら れる。 

4 , 普選法導入の議論か ら普選の論理を見る

①国政参与の義務と し ての普選

こ こ では、 普選法制定の最終審議と も言う べき、 1925 
年 2 月21 日から 3 月1 日に開かれた第50帝国議会衆議院

の委員会= 「衆議院議員選挙法改正法律案委員会」 (第 1 
回~ 第 7 回) におけ る政府や政党の議論を中心に普選の

論理を抽出する。

一つは、 普選がより多 く の国民を して国政に参与 させ、

国民と しての義務と責任を果たさせるという 論理である。 

こ れは選挙を権利である と同時に義務と し て強調す る視

点である。 こ う し た論理は、 政府側与党のみな らず、 反

対派さ ら には普選即行を要求 し ていた無産陣営にも共通

し て見 ら れる視点である。

加藤高明首相は25年 2 月21 日、 衆議院本会議における

普選案上程演説で次のよ う に述べている。 政府は 「広 く

国民を して国家の義務を負担せしめ、 固 く 国民を して政
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治上の責任に参加せ しめ、 以て国運発展の衝に当 ら しむ

るが、 刻下最も急務なり と 認めた」 8 ので普選法案 を上

程 し たと。

さ らに加藤首相は、 普選法が日本の伝統的な家族制度

を破壊すると して反対する野党議員に対 して、 2 月24 日
の委員会で次のよ う に答え てい る。 「今度の法案は一我

が陛下に対 し て忠良な る臣民其も のを し て、 国家の為 に

負担せしむる人間を成るべ く 余計に殖やすと云う こ と で

あり ま し て一極めて忠良なる人民と し て、 当然の権利で

あるばかり でな く 、 選挙と云う こ と は義務であり ます、

其義務を行う こ と をする人間が沢山になると云う こ とは、

即ち陛下に忠義を尽 く す人民が殖え ると云う こ と であり

ます」 9。

こ れは 3 年前の22年 2 月に提出 さ れた野党三派によ る

普選案上程の際の河野広中によ る説明演説と同 じ論理で

ある。 日く 「一我国三千年来の国情と其良風美俗と現今

世界の新文化と の調和 を図 るには、 普通選挙 を断行 し て

六千万同胞に悉 く 国家に対する責任観念を起こ さ しめ、

国家の双肩 を担わしむるより 緊要適切なるものはない一。 

我が皇室と 国民 と の関係を密接に し国民 を し て益々忠誠

奉公の念を旺盛な ら しめ国礎を強固に し て以て世界の大

勢に順応す るのが今日の急務である。 夫れには普選を実

行 し て多数国民を政権に参与せしむるこ と が唯一無二の

策である一」 '° (傍点筆者)。

こ の河野演説の中には、 「国民に苛重な る租税の負担

と徴兵の義務と を負 わし めながら国民の当然の権利 たる

参政権を附与 し ない事は不合理千万」 と あっ て、 後述す

る北一輝の 「徴兵が 『国民の義務』 なり と云う 意義に於

て選挙は 『国民の権利』 なり 。」 ' ' と同型の普選論が説か

れてい る。 さ ら に同演説の最後に 「今やワ シ ン ト ン会議

終了 し て我帝国の太平洋上に於け る地位は国民を し て自

覚奮発一 此の国家重大の時局に際しま し て国民一斉に臥

薪嘗胆の大覚悟 をなすには、 即ち国民総動員の準備を為

しますには一 普選を即時断行 し て全国民を政権に参与せ

しめ、 以て国家に対する大責任を徹底的に自覚せしむる

よ う 急、 且、 切な るこ とはな し と考えます、 是れ本案 を

提出する所以なり 。」 ''2 (傍点筆者) と10余年後の近衛に

よ る国民総動員体制を予言するかのよ う な文言がある。

また、 政府与党 (革新倶楽部) で委員会理事の松本君

平は、 普選を個人主義だと し て反対す る野党に対 し て、

普選は個人主義ではな く 、 国家主義だと主張 し た。 即ち、

普選の目的は 「国家を強大に し て民族を発展せしめるこ

と は普選で なけ ればな らぬ」 「普選の目的 と す る所は即

ち如何にして国家を強大なら しむるか一」 (193頁) と発

言 し ている。 こ こ で も国家を強大にするための制度的基

盤と し ての普選が説かれてい る。

こ う し た外にあ っ ては強硬、 内にあ っ ては総動員 と い

う 論理は、 昭和 フ ァ シズム言説、 あ るいは北一輝の言説
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と 親和性があ る。 通例、 大正デモ ク ラ シー言説は 「内に

民本主義、 外に帝国主義」 と称 さ れるが、 その 「内に民

本主義」 の内実は、 上述の通り 昭和のフ ァ シズム言説に

通底す る論理をも っ ていたと いえ る。

政府与党 (意政会) で、 公営制度の強力な主唱者建部

通吾は 「選挙と いう も のは重大な る国家の公の義務であ

る、 国家の公務であり ま し て断 じ て区々たる私人の私事

ではないのであり ます。」 (173頁) と主張 し ている。 こ

のよ う に選挙の公務性 を強調す るが故に彼は、 後述す る

よ う に選挙の運動そのも のを認めるこ と に疑念 を呈 し て

いる。 (174頁)。
一方、 普選に反対する野党 も、 「責任と義務の考えに

選挙権の基礎は置かなけ ればな らぬ、 一 それで無条件の

普選に対 して外国に近頃大反対が出て居る」 (217頁) と

し て、 責任と義務 さ ら には秩序 を強調 し ている。

また、 2 月26 日の委員会で さ きの松本君平は、 新 し く

選挙権を獲得 し た労働者が選挙権を行使す るためには投

票日を公休日にすべき だと主張 し、 続けて 「選挙権は一 

つの権利であり ますが、 一面に於ては国民の義務と云う

こ と の観念を実行す る と云う こ と であれば、 国家 と し て

は此投票日 を神聖な る公休日 と し、 或いはそれに必要な

る法律を以て作 ると云う こ とは必要ではないか」 (275頁) 
と述べてい る。 こ こ で も 選挙は国民の義務であり 、 公務

性の観点から投票日を公休日にすべき と主張 さ れている。 

そ し て、 「投票日 を神聖なる公休日」 と いう 発言は、 後

の選挙粛正運動で多用 さ れる 「選挙の神聖」 を先取り す

る議論で も あ る。 

②暴動の安全弁と し ての普選

二は、 普選法が暴動の安全弁と し て、 人心の動揺 を鎮

める と する論理である。 こ れは元来普選に消極的な勢力

を し て、 こ のまま普選を尚早と し て先に延ばす と、 国民

に不安が募り 、 思想の悪化、 ひいては暴動 を惹起す るの

ではないかと の危惧を抱かせ、 彼等 を普選論に転換 させ

る有力 な論拠と な っ ていた。

尾崎行雄も また、 1919年 2 月、 米騒動に見ら れる大衆

の不満を立意的に転換する 「安全弁」 と し ての普選を主

張 し たのだ っ た ''3。

さ て、 委員会審議ではこ の点 どのよ う な議論がさ れた

のか。 加藤首相は日本の国民の悉 く が人心の動揺を来し

てい る と は見 ないが、 一部は動揺 し てい る、 「是等 に対

し て之を安定せ しむる為に選挙法が必要と考えます、 一 

人心安定には各人を し て満足せしめて、 国家の為に各々

分に於て尽 く すこ と の権利 を与え るが宜かろう 、 一之を

与えるこそ国家の安全を図る所以である」 (195頁) と答

えている。

若視内相も、 労働者に し ても 「議会を抜きに し て直接

行動な どを考え るこ と は宜 し く ないと云う 考えが彼等の
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間に起こ っ た位に、 普通選挙 を行う こ と は一般の人心を

健全に導 く 方法であると 思います。」 (236頁) と答えて

い る o

こ のよ う に普選は、 国民 を し て国政に参与 させ、 国民

と し ての義務と責任 を果た させる という 上からの統合 と、

米騒動に象徴 さ れる大衆の人心動揺 を鎮める下からの統

合の両面をも っ て、 近代国民国家を支え る制度的基盤と

な っ た。 

③後藤新平の普選の論理

1923年に成立した山本地震内閣の選挙法改正の責任者

だっ た内務大臣後藤新平は、 普選に積極的であっ た。 そ

れは後藤の新 しい時代認識によ る。 彼は第一次大戦後の

欧米視察から帰国し た1919年に、 「最近国家生活の基調

一変 し国民的大組織の時代と なれり」 (傍点筆者) の認

識のも と に、 「徹頭徹尾国家民生を目的 と し絶対不偏不

党」 なる超党派組織 「無党派連盟」 を構想 し てい る。

後藤は 「普選を階級闘争を促進すると し て排撃 し た原

敬と は明らかに異なり 、 普選要求を新 しい挙国一致体制

を促進す る歓迎すべき現象 と みた」 ''4。
後藤は 「国民的大組織の時代」 に普選が挙国一致体制

の制度的基盤たり う る と考え たのである。 その意味で、

上で見た委員会での議論= 国政に参与する自覚と義務と

し ての普選の論理と同型のも のである と言えよ う 。 

④後藤の論理と近衛新体制の論理は相同的

こ う し た 「国民的大組織の時代」 認識のも と、 普選を

テ コに国民全体の再構成をはかろう と する後藤の構想は、

近衛新体制のスロ ーガ ンである 「国民再組織」 を想起 さ

せる。 後藤の構想する 「無党派連盟」 と近衛の大政翼賛

会は さ きの柄谷のひそみになら えば相同的である。

日本の天皇制 フ ァ シズムの到達点 を近衛新体制 とす る

なら ば、 後藤の構想はその 「起点」 と も言え るのではな

かろ う か。 そ し て、 その後藤構想が普選制によ るこ と か

ら普選と フ ァ シズムは ダイ レ ク ト に繁がるこ と にな る。 

以上見てき たよ う に、 普選慎重派 ・ 即行派のいずれも

国政に参与する義務と責任を国民に自覚せしめるのが普

選であ る と す る論理は、 選挙の公務性 を強調す る ゆえ、

選挙のあり 方、 即ち選挙運動の仕方にも影響を与え る。 

それが選挙の公営や後述す る様々な選挙運動規制を導 く

論理と な っ た。

1935年から展開 さ れた選挙粛正運動は、 こ う し た選挙

の公務性が強調 さ れ、 42年の翼賛選挙は選挙が 「必勝の

国民士気を昂揚」 '5す る一大イ ベ ン ト と化 し、 ま さ に公

務そのも のと な っ たので あ る。 
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5 , 選挙運動規制の論理

選挙を権利であるより も国政に参与する義務とする普

選の論理は、 選挙運動の自由よ り も公正 を重視す るこ と

と な る。 日本の選挙史において、 常に選挙の 「腐敗」 の

実態が指摘 さ れ、 「選挙の廓清」 が叫ばれてき た事実は、

普選制定時に選挙運動規制の強化を正当化するのに貢献

した。

選挙の腐敗防止、 廓清は日本の選挙運動史の主流と言っ

ても よ く 、 選挙の革新 と言えばまずも っ て腐敗防止を掲

げる 「理想選挙」 を意味 し た。 こ う し た歴史的背景が普

選制定時におけ る選挙運動のさ ら な る規制強化 を正当化

したと言える。

以下では、 さ きの委員会におけ る選挙運動規制の議論

について検討 を加え、 その論理を考察する。 

①25年法改正の真のねらい

そ も そ も今回の選挙法 (普選法) 改正の真のねらいは、

納税資格の撤廃によ る選挙権の拡張 と いう よ り も、 選挙

そのも ののあり 方 を根本的 に変革す るこ と にあ っ た。 そ

れは前述の建部の発言に代表さ れる。 即ち欧米流の自由

な選挙ではな く 、 日本独自の選挙のあり 方 (建部は完全

な る公営 選挙 の実施 を主張 ) を日 指す も ので あ っ た

(173頁) 。 それが、 戸別訪問禁止を初めとする様々な選

挙運動規制と なり 、 違反の厳罰主義 と な っ て選挙法に盛

り 込ま れた。 即ち普選法の主眼はむし ろ10章以下にあっ

た (10章 「選挙運動」、 11章 「選挙運動の費用」、 12章

「罰則」) 。 ま さに山正夫の指摘するよう に 「選挙法は普

選法を機と し て人民代表法から選挙運動取締法の色合い

を濃く した」 '6ので あ っ た。

選挙公営論者の建部は、 それゆえ今回の選挙法はまだ、

その点で不徹底であると批判 し ている。 日 く 「此更始一 

新の大時機に於け る大使命 を全う せんとす るな らば、 一 

私は何故 も っ と 過激に理想的に突 っ込んでやら なかっ た

かと云う こ と を申 し たい」。 建部はこ の政府案で果た し

て取締が出来るか、 選挙運動の弊害を除き、 選挙の公正

を保つこ と がで き るのかと 疑問 を呈 し、 「一体選挙に於

いて運動 を許容す る如き こ と が」 あっ ていいのかと主張

している (174頁)。

こ れに対 して、 小川平吉司法大臣は、 建部のいう よう

に徹底 し た私的運動の禁止は行 っ ていないが、 公営制度

の発足にと も ない、 選挙運動費用の制限を決め、 演説会

場の公設と 政見通信等の限定に道をひらいてある と述べ

た ' l70

こ のよう に25年普選法ではじめて公営制度が導入さ れ、

以後幾度かの改正 を経て拡充 さ れる こ と になる。 こ の意

味でも25年普選法は、 選挙運動の規制において1889年法

以来の選挙法改正史におけ る画期と なり 、 また以後の選

挙法の源流と な っ たと位置づけ るこ と ができ よ う 。 
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新法の選挙運動に対する厳 しい規制や厳罰主義は、 こ

う した背景から生まれた。 成立 し た普選法に対する有力

紙の評価は低 く 、 資本系統の全 く 異なる 『大阪朝日新聞』

と 『束京日日新聞』 の 3 月30日付の社説は、 期せずして

こ れを普選の 「畸型児」 と 評 し た ''8。 また、 当時 『東京

朝日新聞』 の編集局長だった緒方竹虎は 「通過した普選

は、 創痍満身」 ''9 と 評 し ていた。 

②選挙運動の自由よ り は公正が重視さ れる

当委員会の筆頭理事 を務めてい た斎藤隆夫は、 96条

(選挙運動は候補者 ・ 選挙事務長 ・ 選挙委員又は選挙事

務員に限ら れ、 こ れ以外は出来ない。 但 し演説又は推薦

状に依る選挙運動はこ の限り に在らず) を厳 し く 非難し

た。 日 く 「候補者を し て当選せしむる目的を以て為す行

為は、 悉 く 選挙運動である。 一例えば甲が乙に向かっ て

某候補者の為 に投票 を し て呉れと か、 一 そ れ自身は確か

に選挙運動の一種なのであり ます。 所が此事す ら絶対に

此法律は禁止を し て居るのであり ます。 一立意政治の下

に於きまする国民の政治運動の自由、 殊に国家国民の運

命 を決定す る選挙の場合に当たり ま し て、 選挙人が某候

補者に向かっ て投票 し よ う じ やないかと言 っ た、 其事が

既に選挙違反にな っ て、 相当の処罰 を受け なけ ればな ら

ぬのであ る。 是は極めて理屈の上に於いて も実際に於い

ても不都合な制限ではないか一」 (傍点筆者) (308頁)。

なお、 斎藤は1932年に設置さ れた法制審議会で、 選挙

公営拡充論に対 し て、 それは、 「立憲政治の堕落」 であ

ると し て次のよ う に主張 し ていた。 「国民が自分の適当

な代表者を出そう と 思う 場合に於いては国民がこ ぞっ て

演説を し後援するが宜いのであり ます。 そこ で優勝劣敗

で以て能力が優れ人格の優秀なる所の者が当選し てこ こ

に初めて立意政治 と云う も のの精神が現れて来るのであ

り ます。 それをば人工的に色々の制限を設け て手 も足 も

出ないよ う に し て置いて、 そう し て選挙の世話を官更や

公更にやら し て置いてと云う のは、 是は選挙で も何で も

なけ れば、 自由で も何で も ない。 是は官僚政治の変形 し

たも のであり ます。 斯う 云う こ と で立意政治が行われる

も のではあり ませぬ。」 '2°(1932, 9, 28議事録) と、 後の

選挙粛正運動を選挙運動の自由の視点から批判 し ている。

こ のよ う に普選推進派の政府与党筆頭理事すら疑問を

呈せ ざるをえない規制である。 こ れに対す る政府答弁は、

選挙の弊害 を除去す るのが趣旨で選挙運動 を制限 し てお

き ながら、 第三者の運動は差 し支え ない と いう こ と にな

ると 、 運動者を制限 し た趣旨は徹底 し ないと いう もので

あっ た (同上) 。 選挙の自由よ り も選挙の弊害除去、 即

ち選挙の公正のための制限が優先 さ れる一例である。 

③戸別訪問の禁止

戸別訪問禁止規定は、 こ の25年普選法によ っ ては じめ
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て設けら、 戦後の1950 (昭和25) 年に制定された現行公

職選挙法にも生き残り 、 現在にいたっ ている。 同規定は、

今日、 欧米先進国ではみら れない特殊日本的規制であ る

と いえ る。

例えば、 2005年 6 月、 「大分 ・ 選挙弾圧大石市議事件」

の公判で、 証人と し て証言 し た元国連規約人権委員のエ

リ ザベス ・ エバ ツト 氏は、 大石忠昭氏が公選法違反と し

て問われてい る戸別訪問や法定外文書頒布等の禁止につ

いて 「国際人権規約に適合 し ない」 と述べ、 日本の公選

法は表現の自由な どを定めた国際人権規約に違反 し てい

ると 証言 し た。

また、 戸別訪問は選挙にと っ て重要な手段である と強

調 し、 買収を理由にこ れを禁止 し てい る公選法について

「買収は、 一般的に貧困や教育水準の低い国の問題と なっ

てい るが、 戸別訪間 を制約す るのではな く 、 選挙民の教

育 を行う こ と や貧困 を解決する こ と が必要」 だと述べて

い る '210

こ のよう に日本の現行公職選挙法は 「国際水準」 に達

し ていない。 こ の現行公選法の淵源が25年普選法であ っ

たこ と はすで に述べた と おり であ る。

なぜ、 戸別訪問禁止規定が普選法に導入さ れたのか。

『衆議院議員選挙法改正理由書』 (以下 『理由書』 と

称す) は、 戸別訪問を各種の選挙運動のなかでも最も有

効な手段 と 認めてい る。 にも かかわら ず戸別訪問 を禁止

するのは、 こ れを放任すると選挙の公正を害し、 投票買

収な ど弊害は図り がたいから と言う 。 そ し て、 戸別訪問

は情実に基づき感情に依っ て当選を左右す るので、 候補

者よ り 見ればその品位を傷つけ、 また有権者から見れば

「公事 を私情に依っ て行う の風 を馴致す」 るので、 こ れ

を矯正 し なけ れば選挙の公正は遂に失われて し まう と述

べ て い る '220

さ らにこの条項は、 個々面接や電話通話等も戸別訪問

に準ずべき行為 と し て禁止 さ れてい る。 当時のジ ャーナ

リ ズムも、 従来の選挙腐敗を考え れば、 戸別訪問の禁止

も やむを得ないが、 し かし、 「従来の弊風が地を払う に

至っ たな らば、 早 く 禁止を解いて、 有権者は候補者を招

んで、 親 し く 政見も聞け れば、 候補者も出かけ て、 膝つ

き合せて意見の交換も出来、 有権者が候補者をよ く 理解

し得 る機会が、 自由につ く ら れる時代 を、 来 させたい も

のであ る。」 '23 と 主張 し て、 戸別訪問そのも のの意義 を高

く 評価していた。 しかし、 朝日新聞記者関口泰の期待は、

およ そ90年後の今日まで果た さ れていない 24。
委員会審議において も、 戸別訪問の禁止については、

選挙の腐敗防止の観点から与野党 を問わず異議がな く 、

む し ろそ れを歓迎す る発言がほと んどであ っ た。 戸別訪

問の禁止は買収を禁止する意図があり (309頁) 、 買収行

為が今日までの選挙で最も弊害のあっ た点、 立意政治で

は最 も忌むべき こ と (310頁) と さ れていたから であ っ
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た。 浦山は 「今回の改正案で吾々が最も嫌う て居り ま し

た所の戸別訪問が廃せら れたこ と は淘に結構なこ と で喜

ばし く 感ずる」 (285頁) と発言 し ている。

さ て、 議論に多 く の時間が割かれたのは、 条文解釈上

の疑義で、 98条の 「一前項の目的 を以て連続 し て個個の

選挙人に対 し面接 し又は電話に依り 選挙運動を為すこ と

を得ず」 と いう 条文の特に 「連続 し て個個の選挙人に対

し」 の解釈に対する疑義であっ た。

斎藤鳩彦は 『選挙運動抑圧法制の思想と構造』 のなか

で、 こ の戸別訪問禁止規定こ そ、 「普選法の選挙運動規

制の中で も他に抜き んでた全面的包括的な禁止であるば

かり でなかく 、 それが人間の日常的な社会生活の最も基

本的な交際 ・ 通信手段にまで踏み込んだ禁止である と い

う 面から、 最も特筆 さ れるべき特殊日本的禁圧の方式 と

言わなけ ればな ら ない。」 '25 と 述べてい る。

『理由書』 は戸別訪問の弊害と して 「公事を私情に依っ

て行う の風を馴致す」 ると言う 。 こ こ では、 すでに見た

選挙は公事であ ると す る論理が貫徹 さ れてい る。 選挙の

公務性がつねに選挙の自由 を凌駕す る日本の伝統的思想

であり 、 普選の論理である。 こ こ では、 つねに政治は上

(国家) から下 (民衆) へのベ ク ト ルで し かない。 下か

ら上へのベ ク ト ルがない。

委員会審議においても、 先述の政府与党の建部は、 選

挙の公正から候補者の完全なる機会均等を担保するには、

選挙の公営が必要であり 、 私的な選挙運動はすべて禁止

すべ し と 主張 し たこ と はすでに見た。 私的な選挙運動を

一切禁止するこ とはま さに、 『理由書』 に言う 「公事を

私情に依っ て行う の風 を馴致す」 るのを防 ぐ最も有力 な

方法である。

そもそも民主主義的な選挙制度とは、 大衆の個々の様々

な 「私情」 (私的欲求) を吸い上げ、 それを 「公事」 = 
公的な施策に吸い上げ組織化す るこ と ではなかっ たか。 

つまり 下から上のベ ク ト ルが重要なのではないのか。 と

こ ろが日本では、 こ う し た戸別訪問禁止をは じめと す る

様々な選挙運動規制によ っ て、 私事 を公事にすいあげ る

ルー ト が遮断 さ れてい る。 

6 , 治安維持法との関係

普選法が治安維持法と の抱き合わせで成立 し たこ とは

よ く 知 ら れてい る。 枢密院は政府原案に修正 を加え、 さ

ら に原案承認と同時に以下の附帯上奏決議 を行 っ たこ と

も周知の通り である。 ①普選実施の結果、 思想の悪化 を

誘致す るおそれがあるから、 政府はこ の取締を厳重に し、

そのため適当な法規の制定、 施策を行う こ と、 ②智育、

徳育両面で国民教育の普及充実、 ③普選案中、 選挙運動

の制限、 費用の制限の新制度については運用上厳密な注

意を加え、 取締上遺I感なき を期するこ と。

また、 普選成立前史にあた る23年の山本内閣によ る普
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選断行声明のなかに、 すでに後の治安維持法に繋がる取

締法が示 さ れていたのも今ではよ く 知ら れてい る。

今まで見てき た当時の委員会審議でも、 野党議員はこ

の点を追求している。 例えば、 1925年 2 月23 日の委員会

で野党 (政友本党) の清水市太郎は、 与党の中にも普選

を実施す る く らいな らばなぜ治安維持法を出す必要があ

るのか、 治安維持法の必要があれば、 普選はま だ尚早で

あ る と の議論があ っ た と指摘 し、 治安維持法は、 普選を

実行す る と国体の変革や私有財産を否認す る勢力が増大

す る危険性を憂えて提出 さ れたと指摘 し た。 こ れに対 し

て加藤首相は、 治安維持法と選挙法とは全 く 性質の違う

もの、 目的の違う ものである と その関係性を強 く 否定 し

た (169~ 170頁)。
また、 25 日の委員会においても、 政友本党高見之通が

治安維持法提出の背景に枢密院の影響があっ たこ と を質

しているが、 こ れに対 して小川司法大臣は、 治安維持法

提出について何か選挙法改正案 と関係があ るかの如き質

問がしばしばあるのは実に異様な感を抱 く と まで言っ て、

両者の関係を強 く 否定した (236頁)。 ちなみに小川司法

相は、 治安維持法制定の理由と し て近年の我が国内の情

勢と日露国交回復を挙げている (同上) 。

若概内相も また 「政府は枢密院から強要さ れて治安維

持法を出 し た、 普選法を実行せんがために枢密院から云

われて出 し た と 疑念が持たれてい るが、 決 し てそう では

ない」 (262頁) と答弁している。

一方、 普選法案委員会と平行 して行われた治安維持法

案委員会 (1925年 2 月23日~ 3 月6 日にわたる全 7 回) 
の審議で も、 普選法案 と の関係が指摘 さ れてい る。 そ れ

と同時に本質的な問題点の指摘もあった。 政友本党谷原

公は、 選挙権が拡張 さ れた結果と し て、 政党がその政策

と し て所言青生産機関の公営 を掲げた場合、 こ れを処罰す

るのは意法政治の矛盾ではないかと批判 し てい る。 そ し

て普選法と この治安維持法の抱き合わせはま さに 「右に

与えて左に奪はんとする如き感」 がすると主張 し た。

こ れに対する小川司法相の答弁は、 その場合、 公営に

す るに際し てその所有者の所有権を尊重 し て、 例えば所

有権に対す る賠償を し て、 こ れを公営にす るにはかまわ

ない とす るも のであっ た ( 8 頁) 。 また、 小川司法相は、

先年の過激社会運動取締法案が廃案 と な っ た経緯、 さ ら

には大震災によ る人心の動揺があ っ たこ と を挙げ、 治安

維持法の背景に震災があったこ と を示唆している (同上)。 

7 , 普選法審議における国体論

こ う し た野党側の疑念に も かかわら ず、 治安維持法が

ほと んど満場一致で可決さ れたのは、 普選法審議に於け

る国体論がら みの質疑応答から も首肯 さ れる。 否、 む し

ろ普選法審議におけ る国体論は、 天皇機関説事件後の国

体論を先取り す る ものであ っ たと言え る。 
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国体を維持す るには世帯主選挙権でなけ ればと す る さ

きの高見議員は、 次のよ う に言う 。 「此の国体を維持す

る上に付いては日本帝国は万世一系 と云う 所の特殊の国

体を有っ て居る、 万世一系の国体と云う のは三千年来の

長い歴史である、 此長い歴史を永久に維持す る上に付い

ては選挙権の拡張は余程考え なけ ればな らぬ一」。 こ れ

に対 し て若概内相は、 選挙権を世帯主に制限しよ う がし

まいが、 万世一系の皇室 を奉 じ る国体には何ら関係ない、

「如何な る選挙権の制度を設けま し た所が、 帝国に於い

て万世一系の皇室を奉 じ たる国体は永久に厳然と し て存

すべき ものであっ て是と は何ら関係無い事であり ます」

と答えている (238頁)。

また、 同 じ高見議員 によ る、 普選実施によ っ て小作人

な ど無産階級を代表する候補者の登場に対する対策はあ

るかと の質問に、 若視内相は次のよ う に答え てい る。 

「小作人は思想の危険な も のであ る と い う よ う な前提 を

私はち っ と も持ちませぬ。 小作人も地主も共に立派な日

本国民であ っ て一。 小作人で も、 地主でも、 労働者でも、

資本家で も、 使用者で も、 被使用者で も、 共に皆立派な

帝国臣民で、 共に皆帝国の国体を擁護 し て行 く 最も忠良

な る臣民である、 斯う 考え て総ての選挙法で も其他の法

律で も立法す るの外はない と思っ て居るのであり ます」

(235頁)。
3 月 1 日の委員会で、 国体論と絡めた野党の世帯主選

挙権論を批判する与党議員の発言に次のよ う な一節があ

る。

「家族の源流たる氏族の大宗は皇室である、 そこ で我

国独特の忠孝の国民道徳の根源は実に血族愛の粋なる孝、

一民族愛の源が忠であり ます、 そこ に日本の世界に誇る

べき国体を成して居る一」 (344頁)。 

8 , 北一輝の普選論

普選と フ ァ シズムと の関係 を論ず るに際 し て、 北一輝

の普選論を避け るこ と は出来ない。

北一輝は 『国体論及び純正社会主義』 (1906年) のな

かで、 「法律戦争に於け る普通選挙権の獲得は投票の爆

薬庫の占領なり 。 一革命は新生児にし て普通選挙権は産

科医なり」、 「投票は最も よ く 社会的勢力 を表白する革命

の途にし て、 爆裂弾よ り も同盟罷工よ り も最も健実 (ママ) 
に理想の階上に昇 るべき大道なり 。」 '26 と 述べてい る。

投票の一票 を武器に、 法律戦争によ っ て私有財産制度

を変革す るこ と を目指 し た北の論理は、 すでに見たおよ

そ20年後に制定される治安維持法審議におけ る谷原の質

問に通 じ る。 別言すれば、 普選法と治安維持法の抱き合

わせは、 結果的に北の目指す法律戦争によ る革命 を阻止

す る形 と な っ てい る。

北はまた次のよ う に言う 。 「今日は国家の部分たる一 

人が全部た る君主国にあらず。 少数部分たる階級が国家
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の全部たる貴族国にあ らず。 民主国と は国家の全部分が

国家な るが故に愛国の名において凡 ての同胞に犠牲た る

べき こ と を叫ばるなり 。 而 し て凡ての犠牲たるべき義務

は凡てが日的たるべき権利 を意味す る。」 '27。 北にと っ て、

国家の一部分と し て国家を構成する国民が国家に生命を

捧げる義務を負 う 以上、 その代償に権利 と し ての選挙権

が保障 さ れるのは当然であ っ た。 こ のよ う に北の普選論

は、 義務と し ての兵役と権利 と し ての選挙権と が一対 と

な る も のであり 、 と も に国家 を支え る制度的基盤であ っ

た。

こ う し た北の普選論は、 「転向」 後の 『日本改造法案

大綱』 (1923年) において もい さ さかも変わら ない。 「巻- 国民の天皇」 の項に 「普通選挙 二十五歳以上の男

子は大日本国民たる権利に於いて平等普通に衆議院議員

の被選挙権及び選挙権を有す」 と あり 、 すでに引用 し た

が 「一徴兵が 『国民の義務』 なり と云う 意義に於て選挙

は 『国民の権利』 なり。」 「国家を防護する国民の義務は

国政を共治す る国民の権利 と一個不可分の者なり 。」 と

註がつけ ら れてい る '28。
こ のよ う に、 北にあ っ ては、 普選は単 な る納税資格の

撤廃によ る選挙権の拡張ではな く 、 兵役の義務を負 う 日

本男子の当然の権利であ っ て、 「如何に大日本帝国を改

造すべきかの大本を確立 し、 挙国一人の非議なき国論を

定め、 全日本国民の大同団結」 '29 (傍点筆者) をはかる

ための必要欠 く べから ざる制度 と し て構想 さ れていた。 

9 , おわ り に

普選法は二重の自己矛盾をかかえてス タ ート し た。 一 

は普選によ る国民の大衆的な政治参加に道を開き ながら、

それを裏切るよ う な厳 しい選挙運動規制や罰則規定が普

選法の中に盛り 込ま れたこ と。 二は治安維持法 と のセ ッ

ト によ るもので、 1900年選挙法改正が治安警察法と セ ッ

ト であったよう に、 普選体制とは治安維持法体制でもあっ

た。

否、 むし ろ、 過激社会運動取締法案の廃案を教訓に、

治安維持法の成立 をはかるには普選法 と のセ ッ ト でなけ

れば実現が難 しい と す る支配体制側の意図があ っ た '3°。
実際に実施 さ れた戦前の選挙で、 無産勢力が終始不振

だ っ た事実は、 こ う し た普選体制におけ る政府や官憲の

意図が貫徹 さ れてい るこ と を示 し てい る。

また、 選挙の公務性を強調 し て選挙公営への道を開い

たこ と で、 以後の選挙法改正の 「原点」 と なり 、 粛正選

挙な ど官僚によ る選挙統制を強めたこ と もすでに指摘 し

た。

こ う し て官僚支配の強化によ る上からの国民統合の手

段 と し て普選制度が機能 し た と すれば、 「 3 , フ ァ シズ

ムの定義」 で指摘 した③の指標に該当する。

では、 普選法が二重の自己矛盾をかかえ ていなけ れば、
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どう であっ たか。 先に引用 し た斎藤鳩彦は 「 も し、 普通

選挙制一般がも っ てい る歴史的 に試 さ れた民主主義的機

能が、 別の障害物に妨げら れるこ と な く 働き続け たと し

た ら、 そ れは天皇制の牙城に迫り 、 そ れを圧倒 し、 その

特権性の 『本質』 を次第に換骨脱胎 (ママ) し、 やがて空

虚 な 観念 と 化 し て し ま う こ と も あ り え たか も し れな

い。」 '3' と いう が、 果た し てそう か。

こ の斎藤の言には、 普選によ る代表民主制への 「素朴

な信奉」 がう かがえ る。 そ れはかつて蓮實重彦が、 大正

デモ ク ラ シー言説の抽象性 を楽天的な明 る さ と 評 し たの

に通底す る 32。 即ち、 普選制は制度の思想と し ては、 民

主主義的代表選出を志向するが、 しかし、 同時に絶えず

それを裏切る二重性を有 し ている。 一部の利益を代表す

る者があたかも全体の代表 を標榜す るよ う な表象の仕組

みを普選制は宿命 と し て も っ て しまう 可能性が常にある

のではないか。 そ し て、 そう した選挙制度の制度設計が

選ばれた人々の内部で最終的に決めら れるこ と でその可

能性は増幅する。

今日の小選挙区制におけ る2005年の小泉郵政選挙、

2009年の政権交代選挙、 2012年の政権奪還選挙は、 こ う

し た宿命が一部現実味 を帯びて表れてき たも のと し て見

るこ と が出来 る。 モ ンテスキユー は、 代議制は貴族政な

い し寡頭政だと喝破 し たが、 現代日本の政治は真の民主

主義が表出 さ れてい るか。 二世 ・ 三世な どの世襲議員が

国会議員の半数を占め、 一票の格差によ る国政選挙の違

意判決が下 さ れる状況 33のも と 、 国民ははた し て 「正当

に選挙 さ れた国会におけ る代表者」 34 を通 じ て主権 を行

使す る こ と がで き るのであ ろ う か。 選挙の時のみではな

く 、 デモ をは じめと す る議会外での主権の行使が求めら

れる。

さ しあたり 、 我々はこ う した代表民主制でい く しかな

いが、 代表す る者と代表 さ れる者と の関係の二重性を常

に認識 し てお く こ と が重要ではなかろう か。

当時、 政友本党に所属 し て政府与党案に反対する鳩山

一郎は、 ある種の愚民観にも とづ く 普選批判を展開 し た

が、 しかし一方で、 い く つかの興味深い論点 を提示 し て

いた。

鳩山は英国の例を引いて普選制によ る ポピ ュ リ ズム政

治 を厳 し く 批判 し た後、 あるべき立憲政治 と は、 「多数

の専制政治ではな く し て、 少数が不公平 を受けない」 政

治であると主張 した (201頁)。 若視の言う多数の意見を

そのまま代表す るのが代議士ではない。 鳩山は 「多数の

力に依っ て少数者に不当不法な る圧迫を加え ない」 と い

う 立意政治の理想を体現するのが代議士である と主張 し

て い た '350

こ う し た主張に代表民主制の陥舞から逃れ、 フ ァ シズ

ムに対抗す る可能性 を見 る。 ま た、 フ ァ シズムの定義の

指標①にあ るよ う に、 すでに見た委員会審議において も、
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デモ ク ラ ツ ト よ り はリ ベ ラ リ ス ト の方がフ ァ シズムに対

す る抵抗力があ るこ と が確認でき る。 
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